
 
 

相談支援専門員は、障害がある方が地域社会で生活する中で、障害福祉サービス等を適切に利用できるよう相談に応じ、サービ
スの利用計画の作成をサポートしています。 
日本は２０１４年に障害者権利条約を批准し、障害者が地域で生活する権利を保障する国となりました。相談支援専門員はその担
い手として、障害福祉サービスに関することをはじめ、障害者の住まいや就労、余暇を含めた生活全般に関するさまざまな個別相談
に応じる役割が期待されています。さらに、こうした個別相談を通じて、行政や医療、教育、地域の関係者と協働して地域課題の解
決に向けて取り組んでいます。 

「相談支援専門員」は何をする人？ 

障害がある方が日常生活や社会生活で

受ける様々な制限は、「個人」の心身機能

の障害のみに起因するのではなく、「社会」

における様々な障壁と相対することによっ

て生じます。 

医学（個人）モデルから社会モデルへ 

相談支援専門員は障害がある
方一人ひとりのニーズが地域
のニーズであることを知って
います。 
各自治体で活躍している相談
支援専門員を地域資源として
ご活用ください。 

 

これから「相談支援専門員」とお仕事をされる方へ 

希望を実現しましょう！ 

退院して一人で

暮らしたいです！ 

 

相談支援専門員 

相談支援専門員 

住まい 

入居を断られてしまう。。 

なかなか住まいが決まらない。

い. 

やっと家が決まった！時間

はかかったけど退院でき

ました！！ 

 

相談支援専門員 
自立支援協議会 

何かいい方

法を検討し

ましょう！ 新たな施策へ 

つづく 

【相談支援専門員の支援の一例 社会的入院の地域課題が明らかに︕】 

令和 7 年度 東京都相談支援従事者研修検討会作成 

住まいが見つから

ないという理由だけ

で退院できない方

たちがまだまだたく

さんいるのです！ 
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